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(57)【要約】
　ハウジング（２８）を有する装置本体（１２）と、前
記ハウジング（２８）内に配置される、ファン（３４）
を有する吸引ユニット装置（３２）と、前記装置本体（
１２）にて前記ハウジング（２８）の外側に配置され、
少なくとも１つの洗浄ローラ（１８）を含み、前記吸引
ユニット装置（３２）に動作可能に接続されて該吸引ユ
ニット装置と流体連通する洗浄ヘッド（１４）と、前記
少なくとも１つの洗浄ローラ（１８）を回転駆動するた
めの空冷式ドライブモータ（７８）と、前記吸引ユニッ
ト装置（３２）の処理空気用の処理空気経路指定装置（
１４４）とを含む表面洗浄機であって、前記ドライブモ
ータ（７８）が、前記装置本体（１２）の前記ハウジン
グ（２８）の外側に配置され、前記ドライブモータ（７
８）の冷却空気用の冷却空気経路指定装置（１１２）が
、前記ハウジング（２８）に又は前記ハウジング内に配
置される少なくとも１つの流体路を含み、及び／又は、
前記冷却空気経路指定装置（１１２）が、前記処理空気
経路指定装置（１１４）に連結される、表面洗浄機が設
けられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジング（２８）を有する装置本体（１２）と、
　前記ハウジング（２８）内に配置される、ファン（３４）を有する吸引ユニット装置（
３２）と、
　前記装置本体（１２）にて前記ハウジング（２８）の外側に配置され、少なくとも１つ
の洗浄ローラ（１８）を含み、前記吸引ユニット装置（３２）に動作可能に接続されて該
吸引ユニット装置と流体連通する洗浄ヘッド（１４）と、
　前記少なくとも１つの洗浄ローラ（１８）を回転駆動するための空冷式ドライブモータ
（７８）と、
　前記吸引ユニット装置（３２）の処理空気用の処理空気経路指定装置（１４４）と
を含む表面洗浄機において、
　前記ドライブモータ（７８）が、前記装置本体（１２）の前記ハウジング（２８）の外
側に配置されること、及び
　前記ドライブモータ（７８）の冷却空気用の冷却空気経路指定装置（１１２）が、前記
ハウジング（２８）に又は前記ハウジング内に配置される少なくとも１つの流体路を含む
こと、及び／又は
　前記冷却空気経路指定装置（１１２）が、前記処理空気経路指定装置（１１４）に連結
されること、
を特徴とする表面洗浄機。
【請求項２】
　請求項１に記載の表面洗浄機であって、前記処理空気経路指定装置（１４４）及び前記
冷却空気経路指定装置（１１２）が、少なくとも１つの共通の流体路を含むこと、を特徴
とする表面洗浄機。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の表面洗浄機であって、
　前記冷却空気経路指定装置（１１２）が、冷却空気入口（１１４）及び冷却空気出口（
１４８）を含むこと、及び
　前記処理空気経路指定装置（１４４）が、処理空気入口（１４６）及び処理空気出口（
１４８）を含むこと、及び
　前記冷却空気入口（１１４）と前記処理空気入口（１４６）とが一致すること、及び／
又は
　前記冷却空気出口（１３６）と前記処理空気出口（１４８）とが一致すること、
を特徴とする表面洗浄機。
【請求項４】
　請求項３に記載の表面洗浄機であって、
　前記処理空気出口（１４８）が、前記冷却空気出口（１３６）を形成すること、及び／
又は
　前記処理空気入口が、前記冷却空気入口を形成すること、
を特徴とする表面洗浄機。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の表面洗浄機であって、冷却空気入口（１１４）、処理空気入口
（１４６）、並びに冷却空気及び処理空気用の共通の出口（１４８）を特徴とする表面洗
浄機。
【請求項６】
　請求項３～５のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記冷却空気入口（１１４
）が、前記洗浄ヘッド（１４）に又は前記洗浄ヘッド（１４）から前記装置本体（１２）
の前記ハウジング（２８）への移行領域に配置されること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項７】
　請求項３～６のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記処理空気入口（１４６
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）が、前記洗浄ヘッド（１４）にある１つ以上の吸引口（５４）により形成されること、
を特徴とする表面洗浄機。
【請求項８】
　請求項７に記載の表面洗浄機であって、
　前記冷却空気入口（１１４）が、前記処理空気入口（１１４）から距離をおいたところ
に配置されること、及び
　特に前記表面洗浄機が洗浄モードで動作する時、前記冷却空気入口（１１４）が、重力
方向（ｇ）に関して前記処理空気入口（１４６）の上方に位置決めされること、
を特徴とする表面洗浄機。
【請求項９】
　請求項３～８のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記処理空気出口（１４８
）が、前記装置本体（１２）に配置され、特に前記装置本体（１２）の前記ハウジング（
２８）に配置され、特に前記洗浄ヘッド（１４）から距離をおいたところに配置され、特
に前記ドライブモータ（７８）から距離をおいたところに配置されること、を特徴とする
表面洗浄機。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記ドライブモータ（７８
）が、モータハウジング（７９）内に配置されること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の表面洗浄機であって、前記冷却空気経路指定装置（１１２）が、前
記モータハウジング（７９）を通る少なくとも１つの流体路を含むこと、を特徴とする表
面洗浄機。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の表面洗浄機であって、前記モータハウジング（７９）が、
スリーブ（７２）内に配置されること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の表面洗浄機であって、前記冷却空気経路指定装置（１１２）が少な
くとも１つの流体路を含み、該少なくとも１つの流体路は、前記スリーブ（７２）に沿っ
て位置する、及び／又は、前記スリーブ（７２）とモータハウジング（７９）もしくは前
記モータハウジング（７９）との間に位置すること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の表面洗浄機であって、前記冷却空気経路指定装置（１１２）が、前
記スリーブ（７２）に沿って延びると共に前記スリーブ（７２）の外部側に位置する第１
流体路（１２８ａ）を含み、前記スリーブ（７２）の前記モータハウジング（７９）の方
を向く内部側で前記スリーブ（７２）に沿って延びる第２流体路（１２８ｂ）を含むこと
、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項１５】
　請求項１０～１４のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、
　前記モータハウジング（７９）が、第１端部（１４２ａ）と第２端部（１４２ｂ）との
間で軸方向に沿って延びること、及び
　前記冷却空気経路指定装置（１１２）の冷却空気入口（１１４）が、前記表面洗浄機に
て、前記軸方向に対して前記第１端部（１４２ａ）と前記第２端部（１４２ｂ）との間に
位置決めされること、
を特徴とする表面洗浄機。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記洗浄ヘッド（１４）
が、前記ドライブモータ（７８）に対して枢動可能であり、特にピボット軸受要素に対し
て枢動可能であり、特に、前記スリーブ（７２）がピボット軸受要素を形成すること、を
特徴とする表面洗浄機。
【請求項１７】
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　請求項１６に記載の表面洗浄機であって、前記スリーブ（７２）が、前記装置本体との
回転しないよう固定された関係で、該装置本体（１２）に接続されることを特徴とする表
面洗浄機。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記冷却空気経路指定装
置（１１２）が、前記処理空気経路指定装置（１４６）の吸引領域（１５０）に連結され
ること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の表面洗浄機であって、前記冷却空気経路指定装置（１１２）の少な
くとも１つの流体路が、前記処理空気経路指定装置（１４６）の少なくとも１つの吸引路
（１５０）内へと広がること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の表面洗浄機であって、前記少なくとも１つの流体路（１５０）が少
なくとも１つの突条（１７０）を含み、該少なくとも１つの突条（１７０）は、前記冷却
空気経路指定装置（１１２）の前記少なくとも１つの流体路の、前記少なくとも１つの吸
引路（１５０）内への口（１７４）に関連付けられること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項２１】
　請求項１９又は２０に記載の表面洗浄機であって、前記少なくとも１つの吸引路（１５
０）から前記冷却空気経路指定装置（１１２）内への飛沫の進入を封鎖するための封鎖要
素（１７６）が、前記冷却空気経路指定装置（１１２）の前記少なくとも１つの吸引路（
１５０）内への口に配置されること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の表面洗浄機であって、前記封鎖要素（１７６）が、領域（１７８）
、ここで、該領域（１７８）でもって該封鎖要素が前記少なくとも１つの吸引路（１５０
）内へと突出する、を含み、特に管として構成され、特に前記少なくとも１つの吸引路（
１５０）内の主流方向（１７２）に対して傾斜した角度で配向される口穴（１８２）を含
むこと、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項２３】
　請求項１９～２２のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記少なくとも１つの
吸引路（１５０）が、特に前記冷却空気経路指定装置（１１２）の前記少なくとも１つの
吸引路（１５０）との合流領域（１８６）から液体用収集装置に至る液体用の少なくとも
１つの排水路（１８８）を該吸引路内へと通じさせること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項２４】
　請求項１９～２３のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記処理空気経路指定
装置（１４４）の少なくとも１つの吸引路（１５０）内へと通じる前記冷却空気経路指定
装置（１１２）の前記少なくとも１つの流体路が、冷却空気流に関して前記ドライブモー
タ（７８）の下流に配置されること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項２５】
　請求項１９～２４のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記冷却空気経路指定
装置（１１２）の前記少なくとも１つの流体路が通じる前記処理空気経路指定装置（１４
６）の前記少なくとも１つの吸引路（１５０）が、吸引空気流に関して前記ファン（３４
）の上流に、特に分離器（３８）の上流又は下流に位置すること、を特徴とする表面洗浄
機。
【請求項２６】
　請求項１～２５のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記吸引ユニット装置（
３２）が、前記ハウジング（２８）内に配置される、前記ファン（３４）用のファンモー
タ（３６）を含むこと、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項２７】
　請求項１～２６のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記ドライブモータ（７
８）が、前記洗浄ヘッド（１４）に位置決めされる、又は前記洗浄ヘッド（１４）から前
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記ファン（２８）への移行領域に位置決めされること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項２８】
　請求項１～２７のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記ドライブモータ（７
８）の駆動軸（８２）と前記少なくとも１つの洗浄ローラ（１８）の回転軸（６８）とが
、互いに対して交差方向に、特に垂直に配向されること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項２９】
　請求項１～２８のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記ドライブモータ（７
８）から前記少なくとも１つの洗浄ローラ（１８）にトルクを伝達するための歯車装置（
８４）が設けられること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項３０】
　請求項１～２９のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記洗浄ヘッド（１４）
が、前記装置本体（１２）に、ピボット軸（６４）の周りで枢動するための継手（６２）
を介して位置することを特徴とする表面洗浄機。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の表面洗浄機であって、
　前記ピボット軸（６４）が、前記装置本体の長手方向軸（２０）に関して交差方向に配
向され、特に前記長手方向軸（２０）に対して鋭角（６６）に配向されること、及び／又
は
　前記ドライブモータ（７８）の駆動軸（８２）が、前記ピボット軸（６４）と少なくと
もほぼ平行又は同軸であること、
を特徴とする表面洗浄機。
【請求項３２】
　請求項１～３１のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、前記少なくとも１つの洗
浄ローラ（１８）を洗浄液でもって湿潤するための湿潤装置（１１０）を特徴とする表面
洗浄機。
【請求項３３】
　請求項１～３２のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、
　洗浄液用タンク装置（４２）が、前記装置本体（１２）に配置されること、及び／又は
　塵埃用収容装置及び／又は汚濁液用タンク装置（４０）が、前記装置本体（１２）に配
置されること、
を特徴とする表面洗浄機。
【請求項３４】
　請求項１～３３のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、洗浄モードで動作する時
、前記表面洗浄機が、洗浄すべき表面（１６）上で、前記少なくとも１つの洗浄ローラ（
１８）を介してのみ支持されること、を特徴とする表面洗浄機。
【請求項３５】
　請求項１～３４のいずれか１項に記載の表面洗浄機であって、空気用入口（１１４；１
４６）及び／又は空気用出口（１３６；１４８）が、１つ以上の細隙を含む、又は１つ以
上の細隙により形成されること、を特徴とする表面洗浄機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハウジングを有する装置本体と、このハウジング内に配置される、ファンを
有する吸引ユニット装置と、前記装置本体にて前記ハウジングの外側に配置され、少なく
とも１つの洗浄ローラを含み、前記吸引ユニット装置に動作可能に接続されてこの吸引ユ
ニット装置と流体連通する洗浄ヘッドと、前記少なくとも１つの洗浄ローラを回転駆動す
るための空冷式ドライブモータと、前記吸引ユニット装置の処理空気用の処理空気経路指
定装置とを含む表面洗浄機に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　WO 2013/027140 A1が、表面を洗浄するための回転可能なブラシを含む洗浄装置を開示
する。更に設けられるのは、このブラシから離間してノズルハウジングの下面に固定され
るゴム製ワイパ要素である。
【０００３】
　WO 2013/027164 A1が、同じように回転可能なブラシと単一のゴム製ワイパ要素とを有
する洗浄装置を開示する。
【０００４】
　EP 2 177 128 A1が、ブラシ上に流体を分配するための装置を開示する。
【０００５】
　DE 41 17 157 A1が、好ましくは平滑な表面を洗浄する又は拭取るための方法であって
、洗浄すべき表面が実質織物様の払拭要素を使用して払拭される一方で、払拭要素を用い
て塵埃を捕捉し、その後汚い払拭要素が湿潤され、その後に払拭要素から塵埃が吸引され
る方法を開示する。
【０００６】
　WO 2010/140967 A1が、汚れた表面を洗浄するための方法を開示する。
【０００７】
　CH 607 578が、水道管に接続することのできるブラシ装置を開示する。
【０００８】
　EP 0 186 005 A1が、走行車輪の設けられるブラシ吸引マウスピースを開示する。
【０００９】
　FR 2 797 895が、ブラシを開示する。
【００１０】
　US 2002/0194692 A1が、表面から塵埃を機械的に除去する方法を開示する。
【００１１】
　WO 2013/11789 A1が、真空クリーナ用の洗浄ヘッドを開示する。
【００１２】
　円筒体の第１端部にモータが配置され、円筒体の第２端部に減速機構の配置される、回
転ブラシを有する機器をUS 6,400,048 B1が開示する。円筒体の外側に電動送風機が配置
され、この電動送風機が円筒体内へ空気を吹き込むように働いてモータを冷却する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】WO 2013/027140 A1
【特許文献２】WO 2013/027164 A1
【特許文献３】EP 2 177 128 A1
【特許文献４】DE 41 17 157 A1
【特許文献５】WO 2010/140967 A1
【特許文献６】CH 607 578
【特許文献７】EP 0 186 005 A1
【特許文献８】FR 2 797 895
【特許文献９】US 2002/0194692 A1
【特許文献１０】WO 2013/11789 A1
【特許文献１１】US 6,400,048 B1
【特許文献１２】WO 2015/086083 A1
【特許文献１３】DE 10 2014 114 809.6
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　飛散水に対する高抵抗が単純な構造でもって与えられる、冒頭で言及した種類の表面洗
浄機を提供することが、本発明の目的である。
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【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明によれば、この目的は冒頭で言及した前記表面洗浄機において、前記ドライブモ
ータが、前記装置本体の前記ハウジングの外側に配置され、前記ドライブモータの冷却空
気用の冷却空気経路指定装置が、前記ハウジングに又はハウジング内に配置される少なく
とも１つの流体路を含み、及び／又は、前記冷却空気経路指定装置が、前記処理空気経路
指定装置に連結されるという点で達成される。
【００１６】
　前記ドライブモータは空冷式である。冷却空気経路指定装置として冷却空気入口又は冷
却空気出口を、前記少なくとも１つの洗浄ローラから大きく距離をおいたところに、特に
前記ハウジングの上部領域に、好ましくはこの上部領域内に設けることができる。冷却空
気経路指定装置は、前記ハウジングに又はハウジング内に配置される前記少なくとも１つ
の流体路がそれにより形成される少なくとも１つのチャネルを含む。これによって、前記
洗浄ヘッドの前記領域にとって、飛散水に対する高度の保護が得られることが可能である
。前記洗浄ヘッドでの又はこの洗浄ヘッドの近傍での（空気）穴の数を少なく保つことが
できる。
【００１７】
　前記冷却空気経路指定装置が前記処理空気経路指定装置に連結されれば、冷却空気及び
処理空気用に、流体路及び／又は穴を一緒に使用することができる。入口及び／又は出口
の数を低減することができる。
【００１８】
　更に、前記冷却空気経路指定装置から冷却空気を吸引するために、前記吸引ユニット装
置を使用することができる。
【００１９】
　前記処理空気経路指定装置及び前記冷却空気経路指定装置が、少なくとも１つの共通の
流体路を含むことが特に有利である。これによって、冷却空気及び処理空気用に１つの出
口及び／又は１つの入口が一緒に使用されることが可能である。結果として、飛散水に対
する高抵抗が、前記表面洗浄機に単純な構造でもって与えられる。
【００２０】
　前記冷却空気経路指定装置が冷却空気入口及び冷却空気出口を含み、前記処理空気経路
指定装置が処理空気入口及び処理空気出口を含み、前記冷却空気入口と前記処理空気入口
とが一致する及び／又は前記冷却空気出口と前記処理空気出口とが一致することが有利で
ある。これによって、入口又は出口の前記数、故に前記空気穴の数を少なく保つことがで
きる。このことにより、前記表面洗浄機にとって飛散水に対する保護が高度になる。
【００２１】
　同じ理由で、前記処理空気出口が前記冷却空気出口を形成すること及び／又は前記処理
空気入口が前記冷却空気入口を形成することが有利である。
【００２２】
　例示的な実施形態において、冷却空気入口が設けられ、処理空気入口が設けられ、冷却
空気及び処理空気用の共通の出口が設けられる。前記冷却空気入口と前記処理空気入口と
は互いから離れている。これによって、冷却空気及び処理空気に合計で２つの入口及び１
つのみの出口を提供することが可能である。
【００２３】
　前記冷却空気入口が、前記洗浄ヘッドに又は前記洗浄ヘッドから前記装置本体の前記ハ
ウジングへの移行領域に配置されることが有利である。このことにより、前記ドライブモ
ータまでの吸込み冷却空気の経路指定路が短くなる。
【００２４】
　特に前記処理空気入口は、前記洗浄ヘッドにある１つ以上の吸引口により形成される。
【００２５】
　前記冷却空気入口が、前記処理空気入口から距離をおいたところに配置され、特に前記
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表面洗浄機が洗浄モードで動作する時に重力方向に関して前記処理空気入口の上方に位置
決めされることが有利である。結果として、このことは吸込み冷却空気における最適化さ
れた結合能力、特に吸引能力を提供する。
【００２６】
　例示的な実施形態において、前記処理空気出口は前記装置本体に配置され、特に前記装
置本体の前記ハウジングに配置され、特に前記洗浄ヘッドから距離をおいたところに配置
され、特に前記ドライブモータから距離をおいたところに配置される。このことにより、
処理空気を前記少なくとも１つの洗浄ローラから比較的遠く離れた場所にて環境に排出す
ることができる。前記冷却空気経路指定装置を適切に連結することにより、吐出し冷却空
気も処理空気出口にて前記環境に排出することができる。
【００２７】
　例示的な実施形態において、前記ドライブモータはモータハウジング内に配置される。
前記モータハウジングを使用して、冷却空気流を経路指定することができる。
【００２８】
　特に前記冷却空気経路指定装置は、前記モータハウジングを通る、好ましくは前記ドラ
イブモータを通る少なくとも１つの流体路を含む。これによって、前記ドライブモータの
最適化された空気冷却を達成することができる。
【００２９】
　前記モータハウジングが、スリーブ内に配置されることが有利である。前記スリーブに
よって、前記洗浄ヘッドが前記装置本体に対してそれを介して枢動可能である、例えば内
側スリーブの形態の継手を構成することが可能である。更に、前記スリーブは流れを経路
指定するために使用することができる。特に、壁を（そしてモータハウジングの壁も）１
つ以上の流路の壁として使用することができる。このことにより、前記表面洗浄機の製造
可能性が容易になった単純な構造が生じ、飛散水に対する保護が高くなる。
【００３０】
　特に、前記スリーブに沿って位置する及び／又は前記スリーブと前記又は或るモータハ
ウジングとの間に位置する、少なくとも１つの流体路を前記冷却空気経路指定装置は含む
。このことは、前記ドライブモータまでの吸込み冷却空気用の吸気流路を実施する単純な
仕方を提供する。
【００３１】
　特に前記冷却空気経路指定装置は、前記スリーブに沿って延びると共に前記スリーブの
外部側に位置する第１流体路を含み、前記スリーブの前記モータハウジングの方を向く内
部側で前記スリーブに沿って延びる第２流体路を含む。このことにより、前記ドライブモ
ータへの吸込み冷却空気の供給能力が、単純な構造でもって最適化される。
【００３２】
　特に前記モータハウジングは第１端部と第２端部との間で軸方向（特に前記ドライブモ
ータの駆動軸と一致しているもの）に沿って延び、前記表面洗浄機にて、前記軸方向に対
して前記第１端部と前記第２端部との間に、前記冷却空気経路指定装置の冷却空気入口が
位置決めされる。前記冷却空気入口は、前記軸方向に対して前記モータハウジングの高さ
のところに位置決めされる。このことにより、前記ドライブモータへの吸込み冷却空気の
供給能力が、飛散水に対する高度の保護でもって最適化される。
【００３３】
　前記洗浄ヘッドが、前記ドライブモータに対して枢動可能であること、特にピボット軸
受要素を形成するスリーブに対して特に枢動可能であることが有利である。このことは、
例として、隅部領域を洗浄する有利な仕方を提供する。というのも、前記少なくとも１つ
の洗浄ローラに対して前記装置本体が枢動能力をもつからである。前記スリーブ自体は、
例えば前記冷却空気経路指定装置の流れを経路指定するために使用することができる。例
えば、前記スリーブを使用して前記装置本体に前記ドライブモータを固定し、これによっ
てドライブモータを前記ハウジングの外側に位置決めすることも可能である。
【００３４】
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　特に前記スリーブは、前記装置本体との回転しないよう固定された関係において、この
装置本体に接続される。このことは、前記洗浄ヘッドの前記装置本体に対する回転能力で
もってピボット軸受を実施する単純な仕方を提供する。
【００３５】
　有利な実施形態において、前記冷却空気経路指定装置は前記処理空気経路指定装置の吸
引領域に連結される。前記処理空気経路指定装置の前記吸引領域内では、対応する負圧が
優勢である。前記負圧は、前記吸引ユニット装置のファンにより作り出される。前記負圧
を使用して、冷却空気を前記冷却空気経路指定装置に通すことができる。このことは、例
として冷却空気を前記冷却空気経路指定装置に通すために前記ドライブモータにファンを
提供するという必要性を排除する。このことは前記表面洗浄機の単純な構造を生み出すの
であり、前記対応するドライブモータは、ファンを駆動させねばならないドライブモータ
と比較して、より電力の少ない寸法、故に小さくまとまった寸法にすることができる。
【００３６】
　特に前記冷却空気経路指定装置の少なくとも１つの流体路が、前記処理空気経路指定装
置の少なくとも１つの吸引路内へと広がる。このことは、前記冷却空気経路指定装置から
前記処理空気経路指定装置内へ排気を結合する有利な仕方を提供する。そこでは、前記ド
ライブモータの能動的な冷却を現実化することができるのであり、前記吸引ユニット装置
の既存のファンを通して必要な吸引流が作り出される。
【００３７】
　特に前記少なくとも１つの吸引路は、前記冷却空気経路指定装置の前記少なくとも１つ
の流体路の前記少なくとも１つの吸引路内への口に関連付けられる少なくとも１つの突条
を含む。前記少なくとも１つの突条は、前記吸引流からの液滴が前記冷却空気経路指定装
置に進入しないようにすることに関して効果的であるようなやり方で、前記吸引路内に配
置される。原則として、前記冷却空気経路指定装置の前記少なくとも１つの流体路がこの
中へと連結される前記少なくとも１つの吸引路内の前記吸引流は、やはり液滴を含有する
ことがあり、これによって、原則として前記少なくとも１つの吸引路からの液滴が前記冷
却空気経路指定装置に入り込むことがある。特に前記冷却空気経路指定装置の前記少なく
とも１つの流体路の、前記少なくとも１つの吸引路内への口の上流に配置される前記少な
くとも１つの突条を提供することにより、少なくとも液滴の大部分が前記冷却空気経路指
定装置に進入しないようにすることができる。前記少なくとも１つの突条は、或る意味で
遮蔽物として作用する。
【００３８】
　液滴の前記冷却空気経路指定装置内への進入を防止するために、前記冷却空気経路指定
装置の前記少なくとも１つの吸引路内への口に、前記少なくとも１つの吸引路から前記冷
却空気経路指定装置内への飛沫の前記進入を封鎖するための封鎖要素が配置されることが
更に有利である。前記封鎖要素は、飛沫進入を防止するように又は少なくとも低減するよ
うに働く。
【００３９】
　例示的な実施形態において、前記封鎖要素は、この封鎖要素が前記少なくとも１つの吸
引路内へとそれでもって突出する領域を含み、特に管（小型管）として構成され、特に前
記少なくとも１つの吸引路内の主流方向に対して傾斜した角度で配向される口穴を含む。
特に、前記少なくとも１つの口穴は、前記主流方向に関して鋭角に、「後退している」よ
うなやり方で配向されるのであり、これは、前記口穴の前記主流方向に関する前記距離が
、前記主流方向に対して減少することを意味する。特に前記封鎖要素は、例えばゴム材料
製の管又は小型管として構成される。前記封鎖要素は、前記少なくとも１つの吸引チャネ
ル内へと突出する領域を介して飛沫進入のリスクを低減する突起を有する。
【００４０】
　前記少なくとも１つの吸引路が、特に前記冷却空気経路指定装置の前記少なくとも１つ
の吸引路との合流領域から液体用収集装置に至る液体用の少なくとも１つの排水路を、こ
の吸引路内へと通じさせることが更に有利である。前記少なくとも１つの排水路により、
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そうでなければ前記吸引路のこの領域内に滞留するであろう液体が排水することができる
（特にこの領域内に少なくとも部分的に位置決めされる少なくとも１つの突条及び／又は
封鎖要素が存在するため）。その際、例えば前記収集装置は、汚濁液用タンク装置又は分
離器である。前記少なくとも１つの排水路は、そうでなければ前記冷却空気経路指定装置
に到達しかねない液体が関連領域内に滞留しないようにする。
【００４１】
　特に前記処理空気経路指定装置の少なくとも１つの吸引路内へと通じる、前記冷却空気
経路指定装置の前記少なくとも１つの流体路は、冷却空気流に関して前記ドライブモータ
の下流に配置される。このことにより、前記ドライブモータの吐出し冷却空気を、即ち前
記ドライブモータを通って又はこのドライブモータを通り過ぎて流れ、これによって加熱
された冷却空気を、最適化されたやり方で排出することが可能になる。
【００４２】
　特に前記冷却空気経路指定装置の前記少なくとも１つの流体路が通じる前記処理空気経
路指定装置の前記少なくとも１つの吸引路は、吸引空気流に関して前記ファンの上流に、
特に分離器の上流又は下流に位置する。前記ファンの上流に配置することによって、前記
ファンの吸引流を活用して、冷却空気を前記冷却空気経路指定装置に通す冷却空気吸引流
を提供することができる。分離器の下流に配置すれば、前記冷却空気流は前記分離器を通
過する必要性がない。
【００４３】
　有利なことに前記吸引ユニット装置は、前記ハウジングに配置される、前記ファン用の
ファンモータを含む。前記少なくとも１つの洗浄ローラにある領域を吸引することのでき
る吸引流を作り出すために、前記ファンモータは、前記ファンの１つ以上のタービンホイ
ールを駆動する。更に前記冷却空気経路指定装置に負圧が印加されることが可能になる。
【００４４】
　前記ドライブモータが、前記洗浄ヘッドに又は前記洗浄ヘッドから前記ハウジングへの
移行領域に位置決めされることが有利である。これによって、ドライブモータは、その通
常洗浄動作モードに関して言うと、前記表面洗浄機上の比較的低い位置に装着することが
できる。このことは、操作者に使い易さを提供する。
【００４５】
　前記ドライブモータの駆動軸と前記少なくとも１つの洗浄ローラの回転軸とが、互いに
対して交差方向に、特に垂直に配向されることが有利である。これによって、例えば前記
少なくとも１つの洗浄ローラを中心で支持し駆動することが可能であり、前記少なくとも
１つの洗浄ローラのエッジ領域にて支持の自由度を達成することも可能である。このこと
により、前記少なくとも１つの洗浄ローラのエッジ領域での洗浄効果をも達成することが
できる。
【００４６】
　その際、前記ドライブモータの駆動軸と前記少なくとも１つの洗浄ローラの回転軸とが
、互いに対して交差方向に特に垂直に配向されることが有利である。
【００４７】
　前記ドライブモータから前記少なくとも１つの洗浄ローラにトルクを伝達するための歯
車装置が設けられることが、更に有利である。前記歯車装置によって、例えば回転減速を
達成することが可能である。トルク誘導に関する角度変化を達成することが、更に可能で
ある。トルクは、最適化された地点にて前記洗浄ローラに伝達することができる。
【００４８】
　更に前記洗浄ヘッドが前記装置本体に、ピボット軸の周りで枢動するための継手を介し
て位置することが有利である。このことは、特に隅部及びエッジ領域において改善された
洗浄能力を提供する。
【００４９】
　前記ピボット軸が、前記装置本体の長手方向軸に関して交差方向に配向され、特に前記
長手方向軸に対して鋭角に配向されること及び／又は前記ドライブモータの駆動軸が、少
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なくとも、前記ピボット軸とほぼ平行又は同軸であることが実現される。このことにより
、特に隅部及びエッジ領域における洗浄能力を拡張することができる。
【００５０】
　前記少なくとも１つの洗浄ローラを洗浄液でもって湿潤するための湿潤装置が設けられ
ることが、特に有利である。前記湿潤装置により、前記少なくとも１つの洗浄ローラが直
接又は間接的に湿潤されることが可能である。直接的な湿潤では、洗浄液が前記少なくと
も１つの洗浄ローラに直接塗布される。間接的な湿潤では、洗浄液が洗浄すべき前記表面
に塗布される。その後、前記洗浄ローラがそこから洗浄液を捕捉する。捕捉を改良すると
すれば、洗浄液を使用して洗浄すべき前記表面上の塵埃を分解させることができる。
【００５１】
　前記装置本体に洗浄液用タンク装置が配置され、及び／又は、前記装置本体に塵埃用収
容装置及び／又は汚濁液用タンク装置が配置されることが、更に有利である。このことに
より、前記表面洗浄機のコンパクトな構造でもって改善された洗浄能力が提供される。
【００５２】
　洗浄モードで動作する時、前記表面洗浄機が洗浄すべき表面上で前記少なくとも１つの
洗浄ローラを介してのみ支持されると有利である。このことにより、前記表面洗浄機がコ
ンパクトなやり方で実施されることが可能になる。更に、使用者本位の洗浄可能性を達成
することができる。例えば洗浄モードで動作する際、操作者は、前記少なくとも１つの洗
浄ローラから離間した場所にて（例えば握りにて）、前記表面洗浄機に付加的な支持を提
供するだけでよい。
【００５３】
　空気用入口及び／又は空気用出口（冷却空気入口、処理空気入口、冷却空気出口、処理
空気出口）が、１つ以上の細隙を含む又は１つ以上の細隙により形成されることが更に有
利である。このような入口又は出口は、単純なやり方で実施することができる。この入口
又は出口は、細隙により形成される１つ以上の穴を有する。
【００５４】
　好適な実施形態の以下の記載は図面と合わせると、本発明をより詳細に説明するように
働く。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】洗浄動作モードにおいて使用するために、洗浄すべき表面上に設置されるものと
して示す本発明による表面洗浄機の例示的な実施形態の斜視図。
【図２】図１による表面洗浄機の側面図。
【図３】図１による表面洗浄機の正面図。
【図４】装置本体のハウジングを部分的に開放した状態で示す、装置本体及び洗浄ヘッド
の部分図。
【図５】図３の線５‐５に沿った（部分）側面図。
【図６】図５のドライブモータ周辺の領域を示す拡大図。
【図７】図５の吸引ユニット装置の領域を示す拡大図。
【図８】ドライブモータ用の冷却空気経路指定装置及び吸引ユニット装置の処理空気経路
指定装置の共に連結されない際の略図。
【図９】冷却空気経路指定装置と処理空気経路指定装置とが共に連結される本発明による
解決策の概略的な例示的実施形態。
【図１０】冷却空気経路指定装置が処理空気経路指定装置と連結関係にある本発明による
解決策の第２の例示的な実施形態。
【図１１】冷却空気経路指定装置と処理空気経路指定装置とを相対的に位置決めするため
の、更なる概略的な例示的実施形態。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　本発明による表面洗浄機１０の例示的な実施形態（図１～図７）が、表面の硬い床用の
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床洗浄機として構成される。
【００５７】
　表面洗浄機１０は、装置本体１２及び洗浄ヘッド１４を含む。洗浄ヘッド１４は、装置
本体１２に配置される。
【００５８】
　洗浄すべき表面１６上で洗浄動作が施される間、表面洗浄機１０は、洗浄すべき表面１
６上で洗浄ローラ１８を介して支持される。例示的な実施形態（図１）では、単一の洗浄
ローラ１８が設けられる。
【００５９】
　原則として、複数の洗浄ローラが設けられることも可能である。
【００６０】
　装置本体１２は、長手方向軸２０を有する（図２、図３）。表面洗浄機１０は手持ち式
である。これを目的として、装置本体１２にスティック２２が位置する。前記スティック
２２は、長手方向軸２０に沿って延びる。スティック２２の上側部分内に配置されるのは
、握り２４、特にループ型の握りである。操作者は、片手を使用して握りによって表面洗
浄機１０を保持し、この表面洗浄機を洗浄すべき表面１６の全域で動かすことができる。
【００６１】
　握り２４に１つ以上の動作制御手段が、配置される。特に握り２４にスイッチ２６が配
置される。表面洗浄機１０は、スイッチ２６を介して、洗浄動作モードでの使用のために
オンに切り替えることができ及びオフに切り替えることができる。
【００６２】
　特に表面洗浄機１０は、動作モード（吸引ユニット装置を通じて吸引流を発生させるこ
と、洗浄ローラ１８を回転すること、洗浄ローラ１８の直接的又は間接的な湿潤）に必要
な部品が全てスイッチ２６の作動により作動するように制御される。これに応じて、スイ
ッチ２６をオフへ切り替えると、これらの部品の作動が同時にオフに切り替えられる。
【００６３】
　スティックは長手方向軸２０に沿って高さ調整できるように配置することができ又はこ
のスティックを、堅い構成とすることができる又は装置本体１２に堅く配置することがで
きる。
【００６４】
　装置本体１２は、表面洗浄機の部品が保護的なやり方で中に配置されるハウジング２８
を含む。
【００６５】
　例示的な実施形態において、スティック１２上でハウジング２８と握り２４との間の場
所にフック装置３０が配置される。前記フック装置３０は、電源コードをスティック１２
に巻き付けることによりこのコードをスティックに固定する仕方を提供する。
【００６６】
　洗浄ヘッド１４は、洗浄ローラ１８と共にハウジング２８の外側に配置される。
【００６７】
　表面洗浄機１０は、全体として参照符号３２で表す吸引ユニット装置を含む。吸引ユニ
ット装置３２は、吸引流を発生させるように働き、洗浄ローラ１８での吸引活動を遂行で
きるようにする。
【００６８】
　吸引ユニット装置３２は、ハウジング２８内に配置されるファン（吸引ファン）３４を
含む。ファン３４自体は、ファンモータ３６により駆動される。ファンモータ３６はハウ
ジング２８内に配置される。ファンモータは特に電気モータである。
【００６９】
　吸引ユニット装置３２は、この吸引ユニット装置に関連付けられる分離器３８を有する
。分離器３８も同じように、ハウジング２８内に位置決めされる。分離器は、吸引ストリ
ーム中の液体成分から固体成分を分離する。
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【００７０】
　分離器３８に関連付けられるのは、汚濁液用タンク装置４０である。前記タンク装置４
０は、ハウジング２８に着脱自在に位置する。
【００７１】
　更にハウジング２８に、洗浄液用タンク装置４２が着脱自在に位置する。洗浄液は、特
に、水又は水と洗浄剤との混合液である（図４は、ハウジング２８が開放状態において示
されると共に、タンク装置４２が除去された部分図を示す）。
【００７２】
　吸引ユニット装置３２は、（少なくとも）１つの吸引チャネル４４（図７）と動作可能
に接続され、この吸引チャネルと流体連通する。前記吸引チャネル４４は、装置本体１２
にあるファン３４からハウジング２８を通って洗浄ヘッド１４へと経路指定される。
【００７３】
　吸引チャネル４４は、ハウジング２８に位置決めされる第１領域４６を有する。例示的
な実施形態において、ハウジング２８内で第１領域４６に枝路（図面では可視でない）が
位置する。前記枝路は、吸引チャネル４４の第２領域５０及び第３領域５２へと枝分かれ
する。吸引チャネル４４は、枝路と第２領域５０及び第３領域５２とを経由して２つの副
チャネルに分かれる。第２領域５０及び第３領域５２は各々、洗浄ヘッド１４へと経路指
定される。第２領域５０及び第３領域５２は、少なくとも部分的にハウジング２８の外側
に位置する。
【００７４】
　原則として、枝路がハウジング２８の外側に位置することも可能である。この場合、特
に第２領域５０及び第３領域５２はハウジング２８の完全に外側に位置する。
【００７５】
　洗浄ヘッド１４にて、洗浄ローラ１８の方を向くその側に、少なくとも１つの吸引口５
４が配置される。例えば、第２領域５０及び第３領域５２の各々において少なくとも１つ
の吸引口が配置される。
【００７６】
　洗浄ローラ１８上に洗浄ウェブ５６が配置される。洗浄ウェブ５６は、特に円筒形状を
有するスリーブ５８上に固定される。
【００７７】
　例示的な実施形態において、少なくとも１つの吸引口は、第１口壁と離間する第２口壁
とを含む。それぞれの吸引口５４は、第１口壁と第２口壁との間に形成される。洗浄すべ
き表面１６上に洗浄ローラ１８が設置される際、第１口壁は第２口壁の上方に位置する。
第１口壁及び／又は第２口壁は、洗浄ローラ１８の洗浄ウェブ５６と接触している又はこ
の洗浄ウェブ内へと突き出る。対応する口構成がWO 2015/086083 A1に記載される。本明
細書では、参照によりこの文献をその全体において明示的に援用する。
【００７８】
　原則として第２領域５０及び第３領域５２が、これらの領域に関連したそれ自身の吸引
口５４を有することが可能であり又は吸引チャネル４４の第２領域５０及び第３領域５２
用の共通の吸引口を設けることができる。その際この唯１つの吸引口５４は、第２領域５
０及び第３領域５２にわたって２つの吸引点を有する。
【００７９】
　原則として、吸引ユニット装置３２から洗浄ヘッド１４へと経路指定する吸引チャネル
が、枝路なしに構成されること及びハウジング２８から洗浄ヘッド１４へと経路指定され
る複数の（特に２つの）吸引チャネルを含むことも可能である。
【００８０】
　洗浄ヘッド１４は、ハウジング２８の外側で継手６２を介して装置本体１２に固着され
、ピボット軸６４の周りで枢動する（図２）。ピボット軸６４は、装置本体１２の長手方
向軸２０に関して交差方向に在る。このピボット軸は、特に鋭角６６のところにある（図
２）。鋭角６６は、特に１５°～３５°の間の範囲内にある。
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【００８１】
　例示的な実施形態において、鋭角６６は約２５°である。
【００８２】
　ピボット軸６４は、洗浄ローラ１８の回転軸６８に関して交差方向に特に垂直に延びる
。
【００８３】
　洗浄ローラ１８は長手方向軸７０を有する。長手方向軸７０は、特に回転軸６８に関し
て同軸である。
【００８４】
　ピボット継手は、ピボット軸６４の配向に応じて装置本体１２にて長手方向軸２０に関
して鋭角６６に配置される（内側）スリーブ７２（図６及び図７）を含む。前記内側スリ
ーブ７２は、装置本体１２に特に堅く固定される。
【００８５】
　洗浄ヘッド１４は、内側スリーブ７２上で支持される外側スリーブ７４を含む。外側ス
リーブ７４が内側スリーブ７２に対してピボット軸６４の方向で変位不能であることを、
対応する封鎖装置が実現する。実施形態において、内側スリーブ７２は円筒形の外側輪郭
を有する。外側スリーブ７４は円筒形の内側輪郭を有する。継手６２は摺動継手として構
成され、そこでは外側スリーブ７４が内側スリーブ７２上で回転可能に支持される。
【００８６】
　原則として、完全な３６０°の角度の枢動能力を実現することができる。例示的な実施
形態において、枢動能力は例えば凡そ±４５°又は±９０°の範囲に限定される。
【００８７】
　洗浄ヘッド１４が継手６２上で枢動できるようにするために、第２領域５０及び第３領
域５２を形成する流体管が、適切な弾力性を備えて特にホースとして構成される。
【００８８】
　洗浄ローラ１８に回転駆動を与えるために、ドライブモータ７８を含むドライブ装置７
６が設けられる。ドライブモータ７８は特に電気モータである。
【００８９】
　ドライブモータ７８はモータハウジング７９を含む。モータハウジング７９内に、ドラ
イブモータの対応する部品（特にロータ及びステータ）が配置される。モータハウジング
７９は、内側スリーブ７２内に位置決めされる。
【００９０】
　ドライブモータ７８はモータシャフト８０を含む。モータシャフト８０は駆動軸８２を
有する。駆動軸８２はピボット軸６４と平行であり、特にこのピボット軸と同軸である。
【００９１】
　ドライブモータ７８は、そのモータハウジング７９と共に内側スリーブ７２内に固定的
に位置し、これによって装置本体１２に固定される。ドライブモータは、装置本体１２か
ら洗浄ヘッド１４への移行部に設置され、継手６２に位置決めされる。このドライブモー
タは、空間節約的な関係において収納され、従って洗浄ヘッド１４にも位置する。ドライ
ブモータは、表面洗浄機１０の重心に対して洗浄ローラ１８の近傍に位置する。
【００９２】
　ドライブモータ７８に、例えば本管敷設網から引かれた電流を通して電気エネルギーが
供給される。
【００９３】
　ドライブモータ７８の駆動軸８２と洗浄ローラ１８の回転軸６８とは、互いに関して交
差方向に配向され、特に互いに対して垂直に配向される。
【００９４】
　ドライブ装置７６は、ドライブモータ７８から洗浄ローラ１８にトルクを伝達するため
の歯車装置８４を含む。
【００９５】
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　例示的な実施形態において、歯車装置８４は回転減速機８６を含む。回転減速機８６は
、モータシャフト８０の回転速度と比較したものとしての回転減速を提供する。
【００９６】
　例えば、ドライブモータ７８は、例えば毎分回転数７，０００の程度の（初期）回転速
度を有する標準型の電気モータである。回転減速機８６は、例として毎分回転数約４００
までの回転減速を提供する。
【００９７】
　特に、回転減速機８６は、直接ドライブモータ７８に配置される、即ち洗浄ローラ１８
の方向に見てドライブモータのすぐ隣に配置される。回転減速機は、やはり内側スリーブ
７２の内部に置くことができるが、内側スリーブ７２の外側に置いてもよい。
【００９８】
　例示的な実施形態において、回転減速機８６は遊星歯車機構として構成される。
【００９９】
　更に、ドライブ装置７６の歯車装置８４は斜交歯車８８を含む。この斜交歯車がトルク
の方向転換を提供するのであり、回転軸６８がドライブモータ７８の駆動軸８２に対して
交差方向である洗浄ローラ１８の駆動が生じる。特に、斜交歯車８８は回転減速機８６の
下流に配置される。
【０１００】
　例示的な実施形態において、斜交歯車８８は、回転しないように回転減速機８６の対応
するシャフトに固定された関係においてこのシャフトに連結される、１つ以上の大歯車を
含む。これらの大歯車は、傘歯車に作用して角度を変化させる。
【０１０１】
　洗浄ヘッド１４は、第１端面９０とこの第１端面に対向する第２端面９２とを有する（
図１参照）。第１端面９０と第２端面９２との間に延びているのは、洗浄ローラホルダ９
６のハウジング９４である。ハウジング９４は、半殻の形態において、このハウジングに
固着される洗浄ローラ１８の周りに部分的に係合する。洗浄ローラの周りでのこのような
係合の結果、洗浄ローラ１８上の洗浄ウェブ５６のかなりの部分が洗浄動作のために突出
するのであり、それに応じて、洗浄ウェブ５６は洗浄すべき表面１６と接触させることが
できる。
【０１０２】
　例示的な実施形態において、洗浄ローラホルダ９６のハウジング９４に、粗い塵埃を内
方へ掃引するように働く掃引要素が配置されるのであり、塵埃は洗浄ローラにより巻き取
ることができる。
【０１０３】
　第１端面９０と第２端面９２との間の中心に位置する洗浄ローラホルダ９６の中央領域
１００内に、ドライブ要素１０２が配置される。特に前記ドライブ要素１０２は、洗浄ロ
ーラ１８のシャフト１０４に接続される又はそれ自体がシャフト１０４である。ドライブ
要素１０２は、トルク伝達のため歯車装置８４に動作可能に接続される。
【０１０４】
　例示的な実施形態において、ドライブ要素１０２はベルト１０６を介して斜交歯車８８
に連結される。ドライブ要素１０２は斜交歯車８８から距離をおいたところにある。ベル
ト１０６は、前記距離に及んでドライブ要素に駆動が与えられるようにし、従って洗浄ロ
ーラ１８を回転軸６８の周りで回転させる。
【０１０５】
　例示的な実施形態（図１参照）において、洗浄ローラは、第１部分及び第２部分を含む
２片構成である。第１部分及び第２部分は各々、シャフト１０４上に装着され、中央領域
１００内で互いに対して離間する。中央領域には洗浄ウェブ５６が全くないのである。洗
浄ローラ１８に間隙１０８が形成される。前記間隙１０８は、比較的狭窄な構成であり、
洗浄ローラ１８の長手方向軸２０に沿った長さ部分よりもはるかに少ない幅である。間隙
１０８内にベルト１０６が案内される。ベルト１０６は、洗浄すべき表面１６上に洗浄ロ
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ーラ１８が設置されたために洗浄ウェブ５６が圧搾される位置に対してさえも、洗浄ロー
ラ１８の外面から奥まっている。
【０１０６】
　表面洗浄機１０は、洗浄ローラ１８を湿潤するための湿潤装置１１０を含む。湿潤装置
１１０を介して、洗浄ローラ１８に洗浄液を直接又は間接的に塗布することができる。直
接塗布する際、洗浄液はタンク装置４２から洗浄ローラ１８に（その洗浄ウェブ５６に）
直接塗布される。間接的に塗布する際は、洗浄液は洗浄すべき表面１６に塗布される。そ
の後、洗浄ローラ１８の洗浄ウェブ５６が、洗浄すべき表面１６から洗浄液を捕捉する。
原則として、直接的な塗布のみ、間接的な塗布のみ、又は、直接的な塗布と間接的な塗布
との組み合わせを実現することができる。
【０１０７】
　吸引ユニット装置３２に連結される湿潤装置の例示的な実施形態が、2014年10月13日に
提出された、事前に公開されていないドイツ特許出願第10 2014 114 809.6号に記載され
る。
【０１０８】
　特に湿潤装置は、開放位置のときに少なくとも１つの洗浄ローラへの洗浄液用流体路を
開放し、閉鎖位置のときには前記流体路を封鎖する少なくとも１つの圧力制御式スイッチ
を含む。少なくとも１つの圧力制御式スイッチは、吸引チャネルに動作可能に連結されて
この吸引チャネル４４と圧力連通するのであり、少なくとも１つの吸引チャネル内の吸引
流により負圧が印加されると開放位置まで進む及び／又は開放位置を維持する。
【０１０９】
　本明細書では、参照によりこの出願をその全体において明示的に援用する。
【０１１０】
　ドライブモータ７８は空冷式である。冷却空気を経路指定するために、全体として１１
２にて示す冷却空気経路指定装置が設けられる（図５～図１１）。
【０１１１】
　冷却空気経路指定装置１１２は、冷却空気入口１１４を含む。冷却空気入口１１４にて
空気が表面洗浄機内へと結合され、ドライブモータ７８が冷却される。
【０１１２】
　冷却空気入口１１４は、例えば細隙の形態に構成される１つ以上の穴により形成される
。
【０１１３】
　例示的な実施形態において、冷却空気入口１１４は、ハウジング２８から洗浄ヘッド１
４への特に外側スリーブ７４への移行領域に形成される。
【０１１４】
　これによって、冷却空気入口１１４には片側でハウジング２８が隣接し、もう片側では
外側スリーブ７４が隣接する。
【０１１５】
　ハウジング２８の冷却空気入口１１４に隣接する又は冷却空気入口がそこに形成される
領域は、特に洗浄液用タンク装置４２を保持する領域１１６である。
【０１１６】
　特に冷却空気入口１１４は、ハウジング２８から洗浄ヘッド１４への移行領域に配置さ
れる。
【０１１７】
　冷却空気経路指定装置１１２は、対応する１つ以上のチャネルにより形成される、モー
タハウジング７９を通る１つ以上の流体路１１８を含む。これに応じて、モータハウジン
グ７９にある入口１２０が、冷却空気入口１１４に動作可能に接続され、この冷却空気入
口と流体連通する。
【０１１８】
　例示的な実施形態において、冷却空気経路指定装置１１２は、冷却空気入口１１４に直
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接接続されてハウジング２８の方向に延びる単一の第１チャネル１２２又は複数の第１チ
ャネル１２２を含む。この１つ以上のチャネル１２２に、片側で内側スリーブ７２が隣接
する。
【０１１９】
　更に、１つ以上の第１チャネル１２２と少なくともほぼ平行に延びる１つ以上の第２チ
ャネル１２４が設けられる。１つ以上の第１チャネル１２２と１つ以上の第２チャネル１
２４との間に配置されるのは、方向変化領域１２６である。１つ以上の第２チャネル１２
４は、内側スリーブ７２とモータハウジング７９との間に位置する。この１つ以上の第２
チャネル１２４に、モータハウジング７９への１つ以上の入口１２０が位置する。
【０１２０】
　１つ以上の第１チャネル１２２により、少なくとも１つの第１流体路１２８ａが設けら
れる。１つ以上の第２チャネル１２４により、少なくとも１つの第２流体路１２８ｂが設
けられる。第２流体路１２８ｂ内の主流は、少なくとも第１流体路１２８内の主流とほぼ
間接的に平行である。外部から冷却空気入口１１４を介して第１流体路１２８ａ内へと冷
却空気が結合される。第１流体路１２８ａからの流れは、方向変化領域１２６内で第２流
体路１２８ｂ内へと偏向される。冷却空気はここから入口１２０を介してモータハウジン
グ７９内へと結合される。
【０１２１】
　冷却空気経路指定装置１１２は、更にドライブモータ７８から、その吐出し側では装置
本体１２へと経路指定されると共にこれによってハウジング２８を通して経路指定される
、少なくとも１つのチャネル１３０を含む。
【０１２２】
　特に（少なくとも１つの）チャネル１３０は、長手方向軸７０と平行に配向される。
【０１２３】
　例示的な実施形態において、このチャネルは、装置本体１２にてハウジング２８の内部
で洗浄液用タンク装置４２の後方に配置される（図４参照）。洗浄液用タンク装置４２が
装置本体１２上に位置決めされると、前記少なくとも１つのチャネル１３０は表面洗浄機
１０の前側の方に向けて被覆される（図７参照）。
【０１２４】
　ドライブモータ７８、特にモータハウジング７９が、ドライブモータ７８を通過した冷
却空気用の収集器１３２をこのモータハウジングに配置させておくことを実現することが
できる。その際、収集器１３２にチャネル１３０が接続される。
【０１２５】
　収集器１３２は、例としてチャネル１３２の接続部１３４の方に向かう漏斗の形状に構
成される。
【０１２６】
　冷却空気経路指定装置１１２のチャネル１３０は、冷却空気出口１３６に動作可能に接
続され、この冷却空気出口と流体連通する。冷却空気出口１３６は、例えば細隙の形態に
構成される１つ以上の穴を含む。「消費された」冷却空気が環境に排出される。冷却空気
は、ドライブモータ７８を通り過ぎて流れることにより加熱されている。
【０１２７】
　例示的な実施形態において、冷却空気出口１３６が、ハウジング２８の上部領域１３８
内で、特に洗浄液用タンク装置４２の上面１４０と同じ高さのところに又はその上方に位
置決めされることが実現される。
【０１２８】
　チャネル１３０は、或る意味で加熱された冷却空気がドライブモータ７８から比較的大
きな距離をおいたところでそれを通って環境に排出される吸引シュノーケルを提供する。
【０１２９】
　モータハウジング７９は、第１端部１４２ａと第２端部１４２ｂとの間で軸方向に（駆
動軸８２と平行に）延びる。冷却空気入口１１４は、前記軸方向に対して第１端部１４２
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ａと第２端部１４２ｂとの間に見えるように、ドライブモータ７８の高さのところに位置
する。即ち冷却空気入口は、駆動軸８２に関して、第１端部１４２ａと第２端部１４２ｂ
との間に位置決めされる横断面内に位置する。
【０１３０】
　表面洗浄機１０が、洗浄すべき表面１６上に設置されて操作者により握り２４によって
保持される際、冷却空気出口１３６は冷却空気入口１１４から離間したところに位置する
。冷却空気出口１３６の洗浄すべき表面１６からの距離は、冷却空気入口１１４の洗浄す
べき表面１６からの距離の倍数である。
【０１３１】
　特に、冷却空気出口１３６と回転軸６８との間の長手方向軸２０に関する距離は、冷却
空気入口１１４の長手方向軸２０に関する回転軸６８からの距離の少なくとも３倍である
。
【０１３２】
　好適な例示的実施形態において、冷却空気経路指定装置１１２は、吸引ユニット装置３
２の処理空気経路指定装置１４４に連結される。処理空気経路指定装置１４４は、処理空
気入口１４６を含む。前記処理空気入口１４６は、１つ以上の吸引口５４を介して形成さ
れる。
【０１３３】
　処理空気経路指定装置１４４は、更に１つ以上の吸引口５４からファン３４に至る１つ
以上の吸引チャネルを含む。
【０１３４】
　図示する例示的な実施形態において、処理空気経路指定装置１４４は、領域４６、５０
、及び５２を有する吸引チャネル４４を含む。
【０１３５】
　処理空気経路指定装置は、更に特にハウジング２８にてファン３４の領域内に配置され
る処理空気出口１４８を含む。
【０１３６】
　処理空気出口１４８は、特に細隙の形態に構成される１つ以上の穴を含む。処理空気出
口１４８を介して環境に、「消費された」処理空気が排出される。
【０１３７】
　処理空気経路指定装置１４４は、洗浄モードにおいて動作する時に中で優勢である負圧
状態を有する（少なくとも）１つの吸引路１５０を含む。少なくとも１つの吸引路１５０
は、特に第１領域４６内に形成される。
【０１３８】
　冷却空気経路指定装置１１２が、処理空気経路指定装置１４４に連結されることが実現
される。
【０１３９】
　これによって冷却空気経路指定装置１１２及び処理空気経路指定装置１４４は、１つ以
上の共通の流体路を含む。
【０１４０】
　入口又は出口のうちの少なくとも１つが省略されることが、実現される。その際、図示
する例示的な実施形態において、処理空気出口１４８により冷却空気出口が形成される。
もはや個別の冷却空気出口が設けられる必要はない。
【０１４１】
　少なくとも１つのチャネル１３０は、吸引チャネル４４内へと広がり、これによって吸
引路１５０内へと広がる。
【０１４２】
　特に吸引ユニット装置３２の高さのところに、特に対応する口領域１５２が位置する。
【０１４３】
　例示的な実施形態において、前記口領域１５２は分離器３８の下流に位置する。口領域
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１５２は、冷却空気経路指定装置１１２を処理空気経路指定装置１４４内へと連結するた
めの領域である。この配置を用いれば、純粋な空気ストリームにより形成される冷却空気
が分離器３８を通過する必要がない。
【０１４４】
　原則として、対応する結合点（口領域１５２）が分離器３８の上流に位置することも可
能である。
【０１４５】
　例示的な実施形態において、吸引路１５０内に少なくとも１つの突条１７０が、口領域
１５２と関連付けられる関係において位置決めされる。例として突条１７０は、吸引路１
５０内の吸引流の主流方向と平行に配向される。主流方向は、特に長手方向軸２０と略平
行である。
【０１４６】
　突条１７０は、吸引路１５０から冷却空気経路指定装置１１２内への液滴の進入が影響
を受けるように、特に口領域１５２にて冷却空気経路指定装置１１２に進入できる飛沫が
少なくなるような仕方で影響を受けるように、配置され構成される。
【０１４７】
　吸引路１５０内の吸引流は、液滴を含有することがある。目的となるのは、口領域１５
２にて、吸引流から冷却空気経路指定装置１１２への液滴の進入を極力多く防止すること
である。
【０１４８】
　突条１７０は、口領域１５２の口１７４を或る程度遮蔽する、或る種の遮蔽物となる。
【０１４９】
　有利なことに突条１７０は、冷却空気経路指定装置１１２からの空気流が吸引路１５０
に流れ込む時に突条１７０により案内され、特に偏向されるように配置し構成することが
できる。
【０１５０】
　口領域１５２に封鎖要素１７６が配置される。封鎖要素１７６は、口領域１５２内でチ
ャネル１３０に接続されるのであり、この封鎖要素が吸引路１５０内へとそれを介して突
出する領域１７８を含む。前記領域１７８は、吸引路１５０内への冷却空気経路指定装置
１１２の突起を形成する。
【０１５１】
　封鎖要素１７６は例えば管（小型管）である。管は好ましくはゴム材料製である。冷却
空気経路指定装置１１２の口１７４は、封鎖要素１７６の領域１７８に位置する。これに
よって、口１７４はチャネル１３０がそこにて終端する壁１８０から離間する。この口は
、吸引路１５０内へと突出する。
【０１５２】
　突条１７０は口１７４に関連付けられる。突条は、主流方向１７２における吸引流の主
流が口１７４に直接入ることのできないように配置され構成される。
【０１５３】
　口１７４の口穴１８２が、主流方向１７２に関して傾斜した角度で配向される。この口
穴は鋭角１８４に配向される。この配向は、主流方向１７２において、主流方向１７２（
又は長手方向軸２０）からの距離が増加するようにされる。或る意味で、口穴１８２は主
流方向１７２において主流から離れる方を向く。
【０１５４】
　封鎖要素１７６は、液滴が冷却空気経路指定装置１１２（チャネル１３０）に進入する
リスクが低減されることをも実現する。
【０１５５】
　液体用の排水路１８８が、吸引路１５０の口領域１５２に位置する領域１８６（合流領
域）へと広がる。通常動作モードのとき、表面洗浄機１０が洗浄すべき表面１６上で洗浄
ローラ１８を介して支持されると、排水路１８８は、合流領域１８６から離れる方へ、重
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力方向に対して下方に至る。排水路１８８により、そうでなければ領域１８６内に滞留す
るであろう液体はそこから排水することができる。このことは、吸引チャネル１５０から
の液体が冷却空気経路指定装置１１２に進入するリスクをも低減する。
【０１５６】
　排水路１８８は液体用収集装置に至る。液体用収集装置は、これに応じて汚濁液用タン
ク装置４０に動作可能に接続されて、このタンク装置と流体連通する収集器とすることが
でき又はタンク装置４０自体がこのような収集装置となることができる。排水路１８８が
、分離器３８に至ること又は吸引路１５０の上流に位置する吸引ユニット装置３２の流体
路に至ることも可能である。これに応じて、これらの間に分離器段が介挿される。
【０１５７】
　（少なくとも１つの）突条１７０、封鎖要素１８０、及び排水路１８８は、吸引チャネ
ル１５０内の吸引流からの液滴が口領域１５２にて冷却空気経路指定装置１１２に進入す
るリスクを大いに低減することに貢献する。
【０１５８】
　処理空気経路指定装置１４４及び冷却空気経路指定装置１１２は、前記口領域１５２の
下流に、同じ流体路を有する。
【０１５９】
　ファン３４は、冷却空気が冷却空気経路指定装置１１２を通って流れるためのドライブ
を形成する。冷却空気はファン３４により、吸引路１５０内へと通じる口領域１５２を介
して冷却空気経路指定装置１１２に招き通される。
【０１６０】
　冷却空気出口１３６が処理空気経路指定装置１４４から離れている上述の例において、
ドライブモータ７８は、特に冷却空気用のファンを含み、冷却空気を冷却空気経路指定装
置１１２に通す。
【０１６１】
　図８に概略的に示すのは、冷却空気経路指定装置１１２と処理空気経路指定装置１４４
とが互いから完全に離れている配置である。冷却空気経路指定装置１１２はドライブモー
タ７８に関連付けられる。処理空気経路指定装置１４４は、吸引ユニット装置３２に関連
付けられる。
【０１６２】
　図９は、上に記載した本発明による解決策を概略的に示す。冷却空気が、冷却空気入口
１１４を介して表面洗浄機１０内へと結合され、ドライブモータ７８に供給されてこのド
ライブモータに空気冷却を提供する。吐出された冷却空気は、処理空気経路指定装置１４
４内へと結合され、処理空気出口１４８にて処理空気と共に結合解除される。
【０１６３】
　原則として、流れ方向は反転させることができる。このことを、図９に点線において示
す矢印で示す。原則として、冷却空気及び処理空気用の共通の出口に代わって、冷却空気
及び処理空気用の共通の入口が設けられることが可能である。この場合、冷却空気は処理
空気から結合解除され、ドライブモータ７８に供給される。その際、上に記載した冷却空
気入口１１４は冷却空気出口を形成する。
【０１６４】
　図１０に示すように、原則として冷却空気経路指定装置１１２及び冷却空気入口１１４
を含む、対応する空気経路指定システムが、唯１つの入口１５４及び唯１つの出口１５６
を含むことも可能である。空気は入口を介して中で結合され、まず処理空気として使用さ
れる。その後、この空気は冷却空気としてドライブモータ７８に供給され、出口１５６に
て、環境内へと戻るように排出される。
【０１６５】
　原則として、ここで流れ方向を反転させることもできる。これは、入口１５４と出口１
５６の役割が反転することを意味する。空気はまず中で結合され、その後冷却空気として
ドライブモータ７８に供給される。その後、これに応じてドライブモータ７８から吐出さ
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れた空気が、吸引ユニット装置３２用の処理空気として使用される。
【０１６６】
　図１１は、冷却空気出口１３６を含む例示的な実施形態を概略的に示す。チャネル１３
０により出口１３４は、シュノーケルのやり方において冷却空気入口１１４から大きく距
離をおいたところに位置決めすることができる。
【０１６７】
　本発明による解決策により、ドライブモータ７８の或る種のバイパス冷却が可能になる
。
【０１６８】
　特にドライブモータ７８からの冷却空気が、処理空気経路指定装置１４４内へと結合さ
れる。吸引ユニット装置３２のファン３４は、これに対応して冷却空気経路指定装置１１
２から冷却空気を吸引する。ドライブモータ７８からの排気が、処理空気経路指定内へと
結合され、処理空気の吐出しと共に環境に排出される。
【０１６９】
　本発明による解決策として、洗浄ヘッド１４のすぐ近傍では、冷却空気に要する穴数を
少なく保つことができる。これによって、飛散水に対する高度の保護が達成される。
【０１７０】
　冷却空気経路指定装置１１２が処理空気経路指定装置１４４に連結される実施形態にお
いて、ファン３４はそのファンモータ３６と共に、冷却空気によりドライブモータ７８を
、それを介して能動的に冷却することのできる吸引ドライブを提供することができる。対
応する処理空気出口１４８は、表面洗浄機にて洗浄ローラ１８から遠く離れたところに位
置決めすることのできる冷却空気出口でもある（洗浄動作モードに関して言うと）。これ
によって、飛散水に対する高度の保護を達成することができる（処理空気経路指定装置１
４４の出口領域は、既に湿潤に耐えるように構成される）。
【０１７１】
　本発明による解決策により、冷却空気出口は洗浄ローラ１８から遠く離れたところに位
置決めすることができ、通常洗浄モードにおいて動作する際、洗浄すべき表面１６から遠
く離れたところに位置決めすることができる。原則として、冷却空気出口が処理空気出口
と一致する際は出口数を低減することも可能である。
【０１７２】
　ファン３４を使用して冷却空気を冷却空気経路指定装置１１２に通すよう推進すること
により、ドライブモータ７８用ファンを提供する必要性が排除される。これによってドラ
イブモータ７８を、電力消費を低減するような寸法、特により小さくまとまった寸法にす
ることも可能である。
【０１７３】
　本発明による表面洗浄機１０は、以下のように機能する。
【０１７４】
　図１に示すように、表面洗浄機１０は洗浄モードで動作するにあたって、洗浄すべき表
面１６上で洗浄ローラ１８を介して支持される。操作者は洗浄すべき表面１６上で表面洗
浄機１０の後方に立ち、例えば表面洗浄機を片手で握り２４により保持する。
【０１７５】
　操作者は、前方向１５８において前方へ一押しすることができる。
【０１７６】
　洗浄動作モードのときファン３４は、外部空間１６０に対して負圧を生み出す吸引流を
、吸引チャネル４４内に、従って領域４６、５０、及び５２内に発生させる。
【０１７７】
　冷却空気経路指定装置１１２が処理空気経路指定装置１４０に連結される変形例におい
て、冷却空気は、前記吸引流により冷却空気入口１１４にて吸引され、口領域１５２にお
いて吸引路１５０内へと広がる冷却空気経路指定装置１１２を通って流れさせられる。
【０１７８】
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　ドライブモータ７８は、歯車装置８４を介して洗浄ローラ１８に伝達されるトルクを作
り出す。洗浄ローラ１８は回転駆動させられる。洗浄ローラは、特に（図１に参照符号１
６２で示す）時計回り方向に回転駆動させられる。
【０１７９】
　原則として洗浄ローラの周速が、操作者により調整可能であること又は固定的に事前決
定されることを実現することができる。
【０１８０】
　洗浄ローラ１８は、圧搾可能である洗浄ウェブ５６を含む。特に、洗浄ウェブ５６は織
物材料製である。
【０１８１】
　例えば、洗浄ローラ１８は、タンク装置４２から湿潤装置１１０を経由して洗浄液でも
って直接湿潤される。例示的な実施形態において、液体のこのような塗布は、ポンプを使
用せず、特に電磁弁を使用しない。
【０１８２】
　例えば家具又は同様のものの下方を洗浄できるようにするために、操作者は角度位置１
６４（図１参照）を事前決定することにより、対応する調整を現実化することができる。
【０１８３】
　洗浄すべき表面上の塵埃は洗浄液により軟化されるため、その後この塵埃を洗浄ローラ
１８により捕捉することができる。
【０１８４】
　吸引流が誘導されることによって、処理空気入口１４６（１つ以上の吸引口５４）を介
した吸引が現実化される。分離器３８では、固体の塵埃粒子の液体からの分離が現実化さ
れる。汚濁液がタンク装置４０内に収集される。
【０１８５】
　例として継手６２により、機械による隅部洗浄又はエッジ洗浄を遂行することも可能に
なる。装置本体１２は、洗浄ヘッド１４に対して、ピボット軸８４の周りの枢動範囲内で
枢動することができる。
【０１８６】
　通常動作モードに関して言うと、比較的重量のあるドライブモータ７８はずっと下の洗
浄ローラ１８付近に配置され、空間節約のため少なくとも部分的に継手６２に位置決めさ
れる。洗浄ローラ１８から大きく距離をおいたところには、冷却空気出口を位置決めする
ことができる。
【０１８７】
　掃引要素を介して粗い塵埃を掃引することができ、その後、この塵埃は洗浄ローラ１８
により捕捉することができる。
【符号の説明】
【０１８８】
１０　表面洗浄機
１２　装置本体
１４　洗浄ヘッド
１６　洗浄すべき表面
１８　洗浄ローラ
２０　長手方向軸
２２　スティック
２４　握り
２６　スイッチ
２８　ハウジング
３０　フック装置
３２　吸引ユニット装置
３４　ファン
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３６　ファンモータ
３８　分離器
４０　汚濁液用タンク装置
４２　洗浄液用タンク装置
４４　吸引チャネル
４６　第１領域
５０　第２領域
５２　第３領域
５４　吸引口
５６　洗浄ウェブ
５８　スリーブ
６２　継手
６４　ピボット軸
６６　鋭角
６８　回転軸
７０　長手方向軸
７２　（内側）スリーブ
７４　（外側）スリーブ
７６　ドライブ装置
７８　ドライブモータ
７９　モータハウジング
８０　モータシャフト
８２　駆動軸
８４　歯車装置
８６　回転減速機
８８　斜交歯車
９０　第１端面
９２　第２端面
９４　ハウジング
９６　洗浄ローラホルダ
１００　中央領域
１０２　ドライブ要素
１０４　シャフト
１０６　ベルト
１０８　間隙
１１０　湿潤装置
１１２　冷却空気経路指定装置
１１４　冷却空気入口
１１６　領域
１１８　流体路
１２０　入口
１２２　第１チャネル
１２４　第２チャネル
１２６　方向変化領域
１２８ａ　第１方向
１２８ｂ　第２方向
１３０　チャネル
１３２　収集器
１３４　接続部
１３６　冷却空気出口
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１３８　上部領域
１４０　上面
１４２ａ　第１端部
１４２ｂ　第２端部
１４４　処理空気経路指定装置
１４６　処理空気入口
１４８　処理空気出口
１５０　吸引路
１５２　口領域
１５４　入口
１５６　出口
１５８　前方向
１６０　外部空間
１６２　時計回り方向
１６４　角度位置
１７０　突条
１７２　主流方向
１７４　口
１７６　封鎖要素
１７８　領域
１８０　壁
１８２　口穴
１８４　鋭角
１８６　領域
１８８　排水路
【図１】 【図２】
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